
謝礼(謝金・交通費)にかかる所得税の源泉徴収の取り扱いについて  

１ 源泉徴収制度  

報酬などの所得を支払う者が所得支払いの際に所得税額を計算し、支払金額からその 所得税

額を差し引いて国に納付する制度である。  

 

２ 源泉徴収義務者  

所得税を源泉徴収して国に納付する者を「源泉徴収義務者」という。  

 

３ 納税地  

所得の支払事務を取り扱う団体の支払日における所在地（事務局所在地）となっており、事務

局所在地の所轄税務署に納付する。  

 

４ 源泉徴収義務者の届出  

「給与支払事務所等の開設届出書」を事務局所在地の所轄税務署長に提出する。 既に届出済の

競技団体は不要である。  

 

５ 源泉徴収の対象者及び時期  

(1)対象者  国内に住所を有する個人  

(2)時 期  所得を対象者に支払う時  

 

６ 源泉徴収する所得税の金額  

報酬支払金額の１０.２１％  

 

７ 所得税の納付 

(1) 納付期限    

源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月 10 日まで。  

(2) 納付手続き  

源泉徴収をした所得税は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書（納付書）」○報 を添え て

銀行や郵便局などで納付する。  

税務署から通知される整理番号を必ず記入する。  

「報酬・料金等の所得税徴収高計算書（納付書）」○報 は、所轄税務署へ請求すること。  

 

８ 年間報告事務  

 1 月から 12 月までの間で、支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額などを記載 した「報

酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、「法定調書合計表」を添付の 上、翌年 1 月 31 

日までに所轄税務署長に提出する。 ただし、同一人に対するその年中の支払金額が５万円以下で

ある場合、「支払調書」の 提出は不要である。  

 

９ 支払調書の交付 1 月から 12 月までの間で、支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額な

どを記載 した「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、対象者に交付する。  

 



 

源 泉 徴 収 事 務 の 手 順    

  

№ 時   期          項    目    様 式 名 

 

①  

 

②  

 

 

③  

 

 

 

④  

 

 

⑤  

 

 

所得の支払いが 

発生した時 

 

所得を支払った 

時 

 

支払った月の翌 

月 10 日又は特例 

納期 

 

1 月上旬 

 

 

1 月 31 日まで 

 

事務局所在地の所管税務署長に開設届を提出 

 

 

報酬・謝金支払金額の１０.２１％を差し引いた金

額を本人に交付 

 

差し引いた現金と納付書を添えて銀行、郵便 局等

へ納付 

 

 

支払金額と源泉徴収額を記載した調書を本人に交

付 

 

1 月から 12 月までの間で、支払を受ける者ご と

に支払金額や源泉徴収税額などを記載した 調書

等を所轄税務署へ提出 

 

「給与支払事務所等の

開設届出書」 

 

 

 

 

「A,報酬・料金等の所 

得税徴収高計算書 

（納付書）」 

 

「B報酬、料金、契約金

及び賞金の支払調書」 

 

「B報酬、料金、契約金

及び賞金の支払調書」  

「C法定調書合計表」 

 

 

【徴収事務処理フロー図】 
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源泉徴収義務者  
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銀行等 
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報酬等受領者                所轄税務署   

 

                  確 定 申 告 

 

 

 



 

A 報酬・料金等の所 得税徴収高計算書 （納付書） 

 

 

 

B 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 

  

 

 

 



 

C  法定調書合計表 

 

 

 

 



 

「支出を証明する書類」について  

１ 基本的事項  

事業実施に当たり適正な支出を行ったことを証明するため、業者が発行した請求書及び領収証を

受け取り、これを保管すること。  

ただし、講師謝金や交通費を個人に支払った場合については、個人領収書とする。  

 

２ 領収書  

(1)請求書及び領収書の宛て名は競技団体名であること。  

(2)口座振込の場合は、銀行又は郵便局の「振込金受領書」を領収書に代えること ができる。た

だし、この場合は必ず当該振込みの原因となった請求書（請求明細 の記載されたもの）を添付

しておくこと。        

(3)謝金を支給する場合又は交通費を個人に対して支給する場合は、支給明細書【Web経路図等】

（交通費の場合は必ず「出発地及び目的地」を記載しておくこと）を作 成して支給者に受領印

を押印してもらい、これを領収書とすること。  

(4)ＪＲ等の乗車券などで相当程度の金額になるものについては、自動販売機で販売している場合

であっても領収書を受領すること。  

(5)旅館・ホテル等を利用した場合の請求書は、単価・人数・泊数等の内訳が記載 されているこ

と。  

(6)高速道路料金については通常の領収書の他、ETC 利用明細書による支出も認める。なお、ETC 

の利用明細書発行は ETC 利用照会サービスの登録が必要となり、利用明細書の発行はサービス

利用日の 15 ヶ月前まで発行することができる。15 ヶ月以前のものはインターネット上から削

除されるので注意すること。  

(7)次のものは、領収書とはみなさないので注意すること。  

ア 宛て名が空欄又は「上様」となっているもの（競技団体等事業実施者の名称 を正しく記載し

てもらうこと。）  

イ 受領の内訳（通常、領収書中「但し…」とある欄）が空欄又は「品代」とな っているもの。  

ウ 受領者の印鑑のないもの。  

エ コピーしたもの。  

オ 金額部分が書き直してあるもの。  

 

３ その他  

(1)支出の証拠書類は、支出項目ごとに報告書と同じ大きさの台紙（Ａ４版）に貼 って整理する

こと。（参考様式 4）  

(2)科目が複数にわたる場合には、内容や積算の事情が分かる添え書きを台紙に記 載しておくこ

と。 (3)領収証が発行されない場合、又は領収証を紛失したことにより再発行を求めた が発行さ

れない場合などは、あらかじめ県スポ協と協議し、その指示を受けるこ と。 

 

 

 

 



  

所得税の源泉徴収をともなう謝礼の領収書記入例  

 

【例 謝金・旅費規定で 謝金３，０００円 交通費８，０００円 の支払いをする場合 】 

 

謝金・交通費の合計１万円の謝礼を支払う時は、コーチに渡す金額は ８，９７９円、となります 

，講師等が署名する領収書の金額は 「 １０，０００円」として，源泉徴収所得税控除後の「８，９７

９円」を渡してください 

但し書きに「○○○コーチ謝金、交通費として上記のとおり領収 いたしました 但し，所得税として

10.21％の源泉徴収を含む」 （以下参照）の文言 を明記してください。 

このときの源泉徴収納事務処理の金額は、「支払額 =１０，０００円」、「源泉徴収額 =１，０２１円」 

となります。 

 

 

 

 

領 収 書  

○年 ○月 ○日  

岐阜県ライフル射撃協会 殿  

 

 ￥１１，１３７－  

 

但し 第〇回強化合宿コーチ謝金・交通費として  

上記のとおり領収いたしました 

             但し，所得税として 10.21％の源泉徴収を含む 

 

住 所： 〔受領者の自宅住所〕 

 氏 名： 〔受領者の氏名〕 印 


